
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
、 

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

に
つ
い
て 

 

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

所
得
お
よ
び
児
童
の
養
育
状
況
を
確
認

す
る
た
め
、
毎
年
８
月
中
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。 

「
現
況
届
」
は
、
平
成
23
年
度
（
平

成
23
年
８
月
か
ら
平
成
24
年
７
月
ま

で
）
に
引
き
続
き
手
当
の
受
給
が
で
き

る
か
を
決
定
す
る
大
事
な
も
の
で
す
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
役
場

住
民
課
か
ら
「
現
況
届
に
つ
い
て
の
お

知
ら
せ
」
を
７
月
下
旬
頃
に
ご
自
宅
へ

送
付
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

が
届
き
し
だ
い
、
必
要
書
類
を
ご
確
認

の
う
え
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け

て
い
る
方
も
、
所
得
お
よ
び
児
童
の
養

育
状
況
を
確
認
す
る
た
め
「
所
得
状
況

届
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

        

▼
提
出
期
間 

○
現
況
届 

平
成
23
年
８
月
１
日
（
月
）
～
平

成
23
年
８
月
31
日
（
水
）
ま
で 

○
所
得
状
況
届 

平
成
23
年
８
月
11
日
（
木
）
～
平

成
23
年
９
月
９
日
（
金
） 

▼
受
付
場
所 

役
場
住
民
課
生
活
保
育
グ
ル
ー
プ 

 

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の
子

の
加
算
に
つ
い
て 

 
配
偶
者
が
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
お
り
、
18
歳
の
年
度
末
ま
で
（
障
害

の
あ
る
児
童
は
20
歳
未
満
）
の
お
子
様

を
扶
養
し
て
い
る
方
へ 

国
民
年
金
法
が
改
正
さ
れ
、
障
害
基

礎
年
金
の
子
の
加
算
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
児
童
扶
養

手
当
の
取
り
扱
い
が
見
直
さ
れ
ま
す
。 

児
童
扶
養
手
当
は
、
お
子
様
が
配
偶

者
の
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
の
対

象
で
あ
る
場
合
、
今
ま
で
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
平
成
23
年
４
月
以
降
は
、

児
童
扶
養
手
当
額
が
障
害
基
礎
年
金
の

子
の
加
算
額
を
上
回
る
場
合
に
お
い
て
、

年
金
受
給
権
者
と
お
子
様
の
間
に
生
計

維
持
関
係
が
無
い
も
の
と
し
て
取
り
扱

い
、
子
の
加
算
の
対
象
と
し
な
い
こ
と

に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。 

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の
子
の

加
算
の
間
で
受
給
変
更
が
で
き
る
場
合

と
は
、
配
偶
者
が
児
童
扶
養
手
当
法
施

行
令
で
定
め
る
障
害
（
国
民
年
金
ま
た

は
厚
生
年
金
保
険
法
で
１
級
に
相
当
）

の
状
態
で
す
。
こ
の
状
態
に
相
当
す
る

方
は
、
児
童
扶
養
手
当
と
、
配
偶
者
の

障
害
年
金
の
子
の
加
算
で
受
給
変
更
が

可
能
と
な
り
ま
す
。 

 

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
に
つ
い
て 

 

平
成

23
年
４
月
分
以
降
の
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
平
成

23
年
８
月
31
日
ま
で
に
認
定
請
求
が

必
要
で
す
。
特
別
な
事
情
に
よ
り
申
請

が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
生
活
保
育
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
２
） 

        

  

長
い
間
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
ご
利
用

い
た
だ
き
ま
し
た
「
社
会
福
祉
セ
ン
タ

ー
」
が
、
７
月
末
を
も
っ
て
閉
館
と
な

り
ま
し
た
。 

こ
の
施
設
の
機
能
を
引
き
継
ぐ
施
設

と
し
て
旧
土
地
改
良
区
事
務
所
を
改
修

し
、「
り
ん
ど
う
交
流
館
」
と
し
て
８
月

１
日
（
月
）
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

町
民
の
皆
様
に
は
、
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
同
様
、
地
域
や
団
体
等
の
活
動
・

交
流
の
場
と
し
て
、
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 

こ
の
施
設
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
町
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
社
会
教

育
・
社
会
体
育
施
設
と
同
じ
方
法
に
よ

り
、
申
請
の
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

な
お
、
使
用
に
あ
た
っ
て
は
有
料
と

な
り
ま
す
。 

      

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

教
育
課
社
会
教
育
グ
ル
ー
プ 

（
電
話

34

―
２
１
２
１
内
線
４
２

３
・
４
２
４
） 

▲りんどう交流館。
場所は、農業振興
センターの隣にな
ります。 


